
④ 採典基準0在 り方1検討    : |       ‐    ,    ‐

・ :国は:献r■者の健康保護を第二に考慮しつら、献ュめ推進及び血液の有効利用の

観点から:採五基準の見直しの検詩品 。

:⑥ まれな血液型の血液の確保               ・    1
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2 血液製剤の在庫水準め磨蒔把檀と木足時あ的確な対応           .
ル i回
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府県及び採血撃業者は、赤1位球製賃1等の在庫水準を常ロキ把握し、在庫が不

尋する場合スは不尋が予洲1き れる場合には、そ9供給|1支障を及ぼす危険性を勘案し、
国及び採IL事業者が策定した対応マ■三アルに基づき、:早急に所翠の対策を講ずるこ

■
iと が重要である。    |         ‐   「̀         :

ol史青時等1手お|す る韓血の確保奪           ■  、       1
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献i饉 により得‐られたi■液が円滑にIIL場 に供給されるょう語置を講ずることが必要で

あう。また11採血Tll喋
煮は、災|口|に おける献血崇本体制を鳥築し、広域的な轟給

_ iiH整等の手順を定めヾ国t都道鶯県及び希町粁と連携しそ対応そきるよう備えるこ

とにより:災害‖キにぉ:す る献血の受入れに協力する。         1

4 献典推進施策の進捗状況等に関する確認と評価         |
。 '国、都道府県及びお‖子村lす 、献jflL推進のための施策の短ltl的 又lま長1切的な効果及び

進捗状況羊びに採,L事業者によぅ献血の受入れの実績を確認し、その評価を次年度の

i 幣ュ推進計画等の作成に当たり参考とする。ま|、 必要に応
|、 燃■準準のための施

策を見直すことが必要である。 1               1
1 国は、献血推進運動申央連絡協議会等の機会を活用し、献血の推進及び受入れに関

● し関係者の協力を求める2、要性について献血推進活動を行うボラシティア組織と認

識を共有し、必要な措置を講ずる。    ′ |   ・          ‐

|1採 |す*者はt献準の受入れIFFllす る実績、1体制等?評価を

`TIヽ

、献血9推進に活
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「平成23年度の献血の推進に関する計画 (事務局案)」 に対する

意見募集結果にういて  |

|  :              平成43年 3月

:   厚生労働省医薬食品局

:         :血 液 対 策 課

「平成20年度め献車の推進に関する計画 (事務局集)」 にっいてt平成23年
1月 18日 から平成23年 2月 16日 まで御意見を募集したところ、3名 の方か

ら御意見等をお寄せいただきました。               .   :
今般、お寄せいただいた御意見等とこれ らに対する当省の考え方について、別

紙のとおり取りまとめたので公表します。                 .
:今回、御1見等をお寄せいただきました方 の々ご協力に厚く御ネ1申 し上げます。

今後ども厚生労働行政の推進にご協力いただけすすよう、よろしくお願いいた
します。      :              .:    |
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「平成23年度のな血9推進に関する計画」(案)に関する意見募集に寄せられたご意見とそれに対する考え方9意 昇募集期間 平成23年 1月 18早 ～平晟23年2月 160

0摯出意見苦数 3名       |
E] 提出者の背景

ご意見に対する考え方
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